
 

 

 

 

 

納税通知書の見方① 

納税通知書の見方② 

課税明細書の見方 

まずは、お名前、ご住所に間違

いがないかご確認ください。 

金融機関名に記載がある場合、対象の口座

より引落されます（休日の場合、次の営業

日となります）。そのため、口座引落の場

合、納付書は同封されていません。 

 ・全期、第 1期 5 月末日 

・第 2期 7 月末日 

・第３期 12 月 25日 

・第４期 2 月末日 

課税標準額とは、税額を算出するための基礎となるものです。 

固定資産評価基準に基づいて評価し、決定した価格が課税標準額となりま

すが、土地の場合は、住宅用地の特例や負担調整措置等を考慮して算定し

ます。そのため、「評価額＝課税標準額」とならない場合もあります。 

なお、固定資産税の課税標準額の合計が、「土地 30 万円」「家屋 20 万

円」「償却資産 150 万円」にそれぞれ満たない場合には免税点未満とな

り、課税されません。 

 

各期別の納付額は、年税額を 4 分割し、2～4期を

千円単位とし、千円未満の端数は 1 期に合計されま

す。なお、年税額が 4,000 円未満の場合は全額 1期

で納付となります。 

お電話でのお問い合わせの際は、納税義務者番号をお伝えください。 

なお、納税義務者や同一世帯の方以外からのお問い合わせにはお答え

できない場合もございますので、あらかじめ御了承ください。 

税額は、「課税標準額×1.4％」です。 

新築住宅に対する軽減措置が適用に

なっている場合、印字されます。 

【新築住宅の軽減】 

新築住宅については、一定期間固定資産税が減額さ

れます。居住部分の床面積が 50㎡（一戸建て以外の

貸家住宅は 40 ㎡）以上、280 ㎡以下が要件となりま

す。軽減床面積については、床面積が 120 ㎡までの

ものはその全部が２分の１に、120 ㎡を超えるものは

120 ㎡に相当する部分が 2分の 1に税額が軽減され

ます（事務所、店舗、倉庫等は除く）。 

【住宅用地の軽減】 

住宅の敷地の用に供されている土地はその面積の広さによっ

て、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用

されます。 

・小規模住宅用地 一戸あたり 200 ㎡以下の部分は、特例

措置にて、課税標準額の価格の 6分の 1の額となります。 

・一般住宅用地 一戸あたり 200㎡を超える部分は、特例

措置にて、課税標準額の価格の 3分の 1の額となります。 

令和 8年度より課税明細書には現況の情報のみが

記載されるようになりました。 

登記情報が必要な場合はお手数ですが名寄帳等を

ご請求願います。 

償却資産は申告内容に沿っ

て課税されるため、明細の

添付はありません。 


